
規 則

�愛媛県規則第５１号
調理師法施行細則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

調理師法施行細則等の一部を改正する規則

（調理師法施行細則の一部改正）

第１条 調理師法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条第１項第２号に規定する調理師試験（以下「試験」とい

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規定する者であ

ることを証する書類又は法附則第３項に規定する者であること

を証する書類

�・� 省略

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条第１項第２号に規定する調理師試験（以下「試験」とい

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４７条に規定する者であ

ることを証する書類又は法附則第３項に規定する者であること

を証する書類

�・� 省略

（愛媛県訓練手当支給規則の一部改正）

第２条 愛媛県訓練手当支給規則（昭和４１年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（支給対象者）

第３条 訓練手当は、県内の公共職業安定所長の指示により、公共

職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている次の各号のいずれ

かに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている次の各号のい

ずれかに該当する求職者（以下「支給対象者」という。）に対し

て支給する。

�～� 省略

（支給対象者）

第３条 訓練手当は、県内の公共職業安定所長の指示により、公共

職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている次の各号のいずれ

かに該当する求職者及び職場適応訓練を受けている次の各号のい

ずれかに該当する求職者（以下「支給対象者」という。）に対し

て支給する。

�～� 省略
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� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校

（小学校及び幼稚園を除く。）、同法第１２４条 に規定する専

修学校、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の

６第１項各号に掲げる施設又は同法第２７条第１項に規定する職

業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災

害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、

その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののう

ち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安

定した職業に就いていない者（当該取消し又は撤回後において

新たに雇用される旨が約されていない者に限る。）

�～� 省略

２・３ 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校

（小学校及び幼稚園を除く。）、同法第８２条の２に規定する専

修学校、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の

６第１項各号に掲げる施設又は同法第２７条第１項に規定する職

業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災

害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、

その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののう

ち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安

定した職業に就いていない者（当該取消し又は撤回後において

新たに雇用される旨が約されていない者に限る。）

�～� 省略

２・３ 省略

（愛媛県青少年保護条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県青少年保護条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（規制場所等）

第１０条 条例第５条の８第４号の規則で定める施設は、次に掲げる

ものとする。

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条 に規定する専

修学校（高等課程を置くものに限る。）

�～� 省略

２ 省略

（規制場所等）

第１０条 条例第５条の８第４号の規則で定める施設は、次に掲げる

ものとする。

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８２条の２に規定する専

修学校（高等課程を置くものに限る。）

�～� 省略

２ 省略

（愛媛県立歯科技術専門学校学則の一部改正）

第４条 愛媛県立歯科技術専門学校学則（昭和４６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入学資格）

第１０条 学校に入学することのできる者は、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第９０条第１項の規定に該当する者とする。

（入学資格）

第１０条 学校に入学することのできる者は、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第５６条第１項の規定に該当する者とする。

（愛媛県立農業大学校規則の一部改正）

第５条 愛媛県立農業大学校規則（昭和５８年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入学資格）

第９条 総合農学科に入学できる者は、学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第９０条第１項の規定に該当する者とする。

（入学資格）

第９条 総合農学科に入学できる者は、学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第５６条第１項の規定に該当する者とする。

（愛媛県立看護専門学校学則の一部改正）

第６条 愛媛県立看護専門学校学則（平成９年愛媛県規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入学資格）

第８条 学校に入学することができる者は、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第９０条第１項の規定に該当する者とする。

（入学資格）

第８条 学校に入学することができる者は、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第５６条第１項の規定に該当する者とする。

愛 媛 県 報平成１９年１２月２１日 第１９２４号外２

２



（愛媛県立医療技術大学学則の一部改正）

第７条 愛媛県立医療技術大学学則（平成１５年愛媛県規則第７０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（編入学）

第２３条 省略

２ 省略

３ 本学に編入学をすることができる者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。

� 省略

� 保健師助産師看護師法第２１条第１号又は第２号の規定に基づ

き文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定した専修学校の専門課

程（保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和２６年文部

省・厚生省令第１号）第４条第１項又は第２項に規定する指定

基準を満たすものに限る。）を修了した者のうち学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１３２条 の規定により大学に編入学

することができる者

� 省略

４・５ 省略

（編入学）

第２３条 省略

２ 省略

３ 本学に編入学をすることができる者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。

� 省略

� 保健師助産師看護師法第２１条第１号又は第２号の規定に基づ

き文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定した専修学校の専門課

程（保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和２６年文部

省・厚生省令第１号）第４条第１項又は第２項に規定する指定

基準を満たすものに限る。）を修了した者のうち学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第８２条の１０の規定により大学に編入学

することができる者

� 省略

４・５ 省略

（愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則の一部改正）

第８条 愛媛県へき地医療医師確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において「大学」とは、学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１条に規定する大学（同法第９７条に規定する大学院

を除く。）をいう。

２～４ 省略

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第８号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 学校教育法第９７条に規定する大学院に進学し、又は入学した

とき。

�～� 省略

（定義）

第２条 この規則において「大学」とは、学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１条に規定する大学（同法第６２条に規定する大学院

を除く。）をいう。

２～４ 省略

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第８号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 学校教育法第６２条に規定する大学院に進学し、又は入学した

とき。

�～� 省略

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の一部改正）

第９条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第５６号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第９条関係）

教育及び保育の内容の基準

１ 教育及び保育の基本及び目標

� 認定こども園における教育及び保育は、０歳から就学前の

すべての子どもを対象とし、一人一人の子どもの発達の過程

に即した援助の一貫性及び生活の連続性を重視しつつ、満３

別表（第９条関係）

教育及び保育の内容の基準

１ 教育及び保育の基本及び目標

� 認定こども園における教育及び保育は、０歳から就学前の

すべての子どもを対象とし、一人一人の子どもの発達の過程

に即した援助の一貫性及び生活の連続性を重視しつつ、満３

愛 媛 県 報平成１９年１２月２１日 第１９２４号外２
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訓 令

歳以上の子どもに対する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第２３条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供と、家庭

において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供

という二つの機能が一体として展開されなければならない。

�・� 省略

２～６ 省略

歳以上の子どもに対する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第７８条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供と、家庭

において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供

という二つの機能が一体として展開されなければならない。

�・� 省略

２～６ 省略

附 則

この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。

�愛媛県規則第５２号
愛媛県林業技術センター使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県林業技術センター使用規則の一部を改正する規則

愛媛県林業技術センター使用規則（平成２年愛媛県規則第５５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１３条関係）

１ 試験等に係る使用料

別表（第１３条関係）

１ 試験等に係る使用料

種 別 細 別 単 位 金 額 種 別 細 別 単 位 金 額

省略 省略

土壌養分分析 省略 土壌養分分析 省略

造林用苗木の品種

分析

ＤＮＡ分析 １件につき ３，０６０円

２ 省略 ２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第１８号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

私 １ 私 １ 学校教育法に関すること。 私 １ 私 １ 学校教育法に関すること。
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教育委員会規則

人事委員会規則

学

文

書

課

立学

校に

関す

る事

務

�・� 省略 学

文

書

課

立学

校に

関す

る事

務

�・� 省略

� 専修学校の設置、廃止、

設置者の変更及び目的の変

更の認可（第１３０条 ）

○ � 専修学校の設置、廃止、

設置者の変更及び目的の変

更の認可（第８２条の８）

○

� 各種学校の設置、廃止、

設置者の変更等の認可（第

４条、第１３４条）

○ � 各種学校の設置、廃止、

設置者の変更等の認可（第

４条、第８３条 ）

○

� 省略 � 省略

� 専修学校及び各種学校の

設置勧告及び教育の停止命

令（第１３６条）

○ � 専修学校及び各種学校の

設置勧告及び教育の停止命

令（第８４条 ）

○

２ 省略 ２ 省略

２～８

省略

２～８

省略

附 則

この訓令は、平成１９年１２月２６日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第１３号
技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（部分休業）

第１０条の２ 職員は、所属長の承認を得て、次に掲げる部分休業をす

ることができる。

� 育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまで

の子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範

囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）

�・� 省略

２ 前項の育児部分休業、修学部分休業及び高齢者部分休業について

は、それぞれ地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第１９条第１項及び第３項、地方公務員法第２６条の２第１

項、第２項及び第４項並びに第２６条の３の規定の例による。

（部分休業）

第１０条の２ 職員は、所属長の承認を得て、次に掲げる部分休業をす

ることができる。

� 育児部分休業（当該職員がその３歳に満たない

子を養育するため１日の勤務時間の一部

を勤務しないことをいう。）

�・� 省略

２ 前項の育児部分休業、修学部分休業及び高齢者部分休業について

は、それぞれ地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第９条第１項及び第３項、地方公務員法第２６条の２第１

項、第２項及び第４項並びに第２６条の３の規定の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０４９
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛 媛 県 報平成１９年１２月２１日 第１９２４号外２
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職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２０（第５条、第１１条関係）

学歴免許等資格区分表

別表第２０（第５条、第１１条関係）

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分 学歴免許等の資格 学歴免許等の区分 学歴免許等の資格

基準学

歴区分

学歴区分 基準学

歴区分

学歴区分

１ 大

学卒

一～三 省

略

１ 大

学卒

一～三 省

略

四 大学６

卒

� 学校教育法による大学の医学若

しくは歯学に関する学科（同法第

８５条ただし書に規定する学部以外

の教育研究上の基本となる組織を

置く場合における相当の組織を含

む。以下同じ。）又は獣医学に関

する学科（修業年限６年のものに

限る。）の卒業

� 省略

四 大学６

卒

� 学校教育法による大学の医学若

しくは歯学に関する学科（同法第

５３条ただし書に規定する学部以外

の教育研究上の基本となる組織を

置く場合における相当の組織を含

む。以下同じ。）又は獣医学に関

する学科（修業年限６年のものに

限る。）の卒業

� 省略

五・六 省

略

五・六 省

略

２～４

省略

２～４

省略

備考 省略

別表第２１（第６条関係）

経験年数換算表

備考 省略

別表第２１（第６条関係）

経験年数換算表

省略 省略

備考

１～７ 省略

８ ③欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期

間」とは、学校教育法第１条に規定する学校又は同法第１２４

条 に規定する専修学校若しくは同法第１３４条に規定する各

種学校若しくは学歴免許等資格区分表に掲げるその他の教育

機関における在学期間をいう。ただし、各種学校規程（昭和

３１年文部省令第３１号）第３条ただし書の規定により修業期間

が１年未満とされている簡易に修得することができる技術、

技芸等の課程における在学期間及び予備校における在学期間

は、除く。

９～１５ 省略

備考

１～７ 省略

８ ③欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期

間」とは、学校教育法第１条に規定する学校又は同法第８２条

の２に規定する専修学校若しくは同法第８３条 に規定する各

種学校若しくは学歴免許等資格区分表に掲げるその他の教育

機関における在学期間をいう。ただし、各種学校規程（昭和

３１年文部省令第３１号）第３条ただし書の規定により修業期間

が１年未満とされている簡易に修得することができる技術、

技芸等の課程における在学期間及び予備校における在学期間

は、除く。

９～１５ 省略

（農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２２５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（同法第１０８

別表（第２条関係）

� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（同法第６９条

愛 媛 県 報平成１９年１２月２１日 第１９２４号外２

６



��������������

��������������

条 に規定する大学を除く。）、独立行政法人水産大学校法

（平成１１年法律第１９１号）による独立行政法人水産大学校又は独

立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関す

る政令（平成１２年政令第３３３号）による改正前の農林水産省組織

令（平成１２年政令第２５３号）による水産大学校において、水産

業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済

又は経営に関する正規の課程を修めて卒業した者であつて、国若

しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは別に定める試験研究

機関若しくは学校教育法による大学若しくは別に定める教育機関

において水産業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間若

しくは普及指導員として水産業に関する技術について普及指導に

従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近１５年のう

ち１２年以上に達するもの

の２に規定する大学を除く。）、独立行政法人水産大学校法

（平成１１年法律第１９１号）による独立行政法人水産大学校又は独

立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関す

る政令（平成１２年政令第３３３号）による改正前の農林水産省組織

令（平成１２年政令第２５３号）による水産大学校において、水産

業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済

又は経営に関する正規の課程を修めて卒業した者であつて、国若

しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは別に定める試験研究

機関若しくは学校教育法による大学若しくは別に定める教育機関

において水産業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間若

しくは普及指導員として水産業に関する技術について普及指導に

従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近１５年のう

ち１２年以上に達するもの

附 則

この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０５０
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則及び職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則及び職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 育児休業法第１９条の規定による部分休業の承認を受けて１日

の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が９０日を超える場

合には、その勤務しなかつた期間

� 省略

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 育児休業法第９条の規定による部分休業の承認を受けて１日

の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が９０日を超える場

合には、その勤務しなかつた期間

� 省略

（職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の育児休業等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－３３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（育児休業計画書）

第１条の２ 条例第３条第４号に規定する育児休業計画書の様式

は、育児休業計画書（様式第１号）とする。

（育児休業計画書）

第１条の２ 条例第３条第３号に規定する育児休業計画書の様式

は、育児休業計画書（様式第１号）とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則８－０
職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛 媛 県 報平成１９年１２月２１日 第１９２４号外２
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愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する条例（平成１９年愛媛県条例第６０号。以下「条例」という。）第２条第２

項から第４項まで、第３条第１項第２号及び第３項第２号、第４条第４号及び第６号、第５条並びに第６条の規定に基づき、職員の大学

院等派遣研修費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

（派遣研修）

第２条 条例第２条第２項の人事委員会規則で定める研修（以下「派遣研修」という。）は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものと

して人事委員会が定める研修とする。

� 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。

� 県が必要な費用を支出するものであること。

� 条例第２条第２項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

（派遣研修費用）

第３条 条例第２条第３項の人事委員会規則で定める費用（以下「派遣研修費用」という。）は、次に掲げる費用とする。

� 職員の旅費に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第６号）による旅費

� 派遣研修に係る大学院等の課程（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学の大学院の課程（同法第１０４条第４項第２号の規

定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。）又はこれに相当する外国の大学（これに準ずる教育

施設を含む。）の課程をいう。以下この条において同じ。）に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置

く大学等（同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。）に対して支払う費用

� 派遣研修に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に

対して支払う費用

（県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人）

第４条 条例第２条第４項の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

� 公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）第１条に規定する公庫

� 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人

� 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法人

� 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人

� 公益法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―１５９）別表に掲げる団体

� 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めたもの

（派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項）

第５条 任命権者は、派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該派遣研修が条例第２条第２項に規定するも

のである旨を明示しなければならない。

２ 任命権者は、職員に派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該派遣研修の期間を明示しなければならない。派遣研修を命じた後

に当該派遣研修の期間を変更する場合も、同様とする。

（条例第３条第１項に該当する者に対する通知）

第６条 任命権者は、条例第３条第１項に該当する者に対し、速やかに、派遣研修の名称及び期間、派遣研修のために県が支出した派遣研

修費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。

（条例第３条第１項第２号の人事委員会規則で定める率）

第７条 条例第３条第１項第２号の人事委員会規則で定める率は、６０月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を６０月で除

して得た率とする。

２ 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

� 月により期間を計算する場合は、民法（明治２９年法律第８９号）第１４３条に定めるところによる。

� １月に満たない期間が２以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、３０日をもって１月と

する。

（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）

第８条 条例第３条第３項第２号の人事委員会規則で定める休職の期間は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員

災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間とする。

２ 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第

３条第１項に規定する派遣職員（次条第１号において「外国派遣職員」という。）の派遣先の機関の業務又は公益法人等への職員の派遣

等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第３条第１号に規定する派遣職員（次条第１号において「団体派遣職員」という。）の派

遣先団体（同条例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。次条第１号において同じ。）の業務（当該業務に係る労働者災害補

償保険法（昭和２２年法律第５０条）第７条第２項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１号
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及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。）を含む。次条第１号において同じ。）を

公務とみなす。

（条例第３条の規定が適用されない場合）

第９条 条例第４条第４号の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

� 外国派遣職員又は団体派遣職員が派遣先の機関の業務又は派遣先団体の業務を公務とみなした場合に条例第４条第１号に該当する場

合

� 前号に掲げる場合のほか、条例第４条第１号から第３号までに掲げる場合に準ずる場合として人事委員会が定める場合

第１０条 条例第４条第６号の人事委員会規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律又は条例の規定により特別職地方公務員等（条例第２

条第４項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。）となるため離職した場合とする。

（特別職地方公務員等となった者に関する特例）

第１１条 条例第５条第１項及び第２項の規定により読み替えて適用する条例第３条第３項の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期

間とする。

� 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第７９条の規定若しくは地方公務員法第２８条第２項の規定若しくは同法第２７条第２項の規定に

基づく条例の規定又は第４条各号に掲げる法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの（以下「法人の就

業規則等」という。）の定めによる休職の期間（次に掲げる期間を除く。）

ア 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）（他の法律に

おいて準用し、又は例による場合を含む。）の適用を受ける者にあっては同法第１条の２第１項に規定する通勤、地方公務員災害補

償法の適用を受ける者にあっては同法第２条第２項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第７条

第２項に規定する通勤をいう。次条第１号において同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第７９条第１号又は

地方公務員法第２８条第２項第１号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

イ 職員の分限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号）第２条に規定する休職の期間

� 国家公務員法第８２条の規定若しくは地方公務員法第２９条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間（法人の就業規則等の

定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。）

� 国家公務員法第１０８条の６第１項ただし書の規定若しくは地方公務員法第５５条の２第１項ただし書の規定により職員団体の業務に専

ら従事した期間又は特定独立行政法人等の労働関係に関する法律（昭和２３年法律第２５７号）第７条第１項ただし書の規定若しくは地方

公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし書の規定若しくは法人の就業規則等の定めにより労

働組合の業務に専ら従事した期間

� 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１０９号）第３条第１項、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第２条第１項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第５

条第１項の規定による育児休業をした期間

第１２条 条例第５条第２項の規定により読み替えて適用する条例第４条の各号列記以外の部分の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げ

る場合とする。

� 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当する

こととなった場合

ア 国家公務員法第７８条第２号又は地方公務員法第２８条第１項第２号に掲げる事由に該当して免職された場合

イ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合

� 国家公務員法第７８条第４号又は地方公務員法第２８条第１項第４号に掲げる事由に該当して免職された場合

� 国家公務員法第８１条の２第１項の規定により退職した場合（同法第８１条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期

限の到来により退職した場合を含む。）、地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職した場合（同法第２８条の３第１項の期限又

は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。）又は法人の就業規則等において定める定年に達したこ

とにより退職した場合

� 任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合

� 前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事委員会が定める場合

（雑則）

第１３条 この規則に定めるもののほか、職員の派遣研修費用の償還に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 学校教育法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第９６号）の施行の日がこの規則の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前

日までの間における第３条第２号の規定の適用については、同号中「第１０４条第４項第２号」とあるのは、「第６８条の２第４項第２号」

とする。
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公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第１０号
愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成１９年１２月２１日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員就業規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（部分休業）

第１３条の２ 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営

に支障がないと認めるときは、職員の育児休業等に関する条例

（平成４年愛媛県条例第２号）の例により、当該職員がその小学

校就学の始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務時間の

一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）について勤務し

ないこと（次項において「育児部分休業」という。）を承認する

ことがある。

２～５ 省略

（部分休業）

第１３条の２ 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営

に支障がないと認めるときは、職員の育児休業等に関する条例

（平成４年愛媛県条例第２号）の例により、当該職員がその３歳

に満たない 子を養育するため１日の勤務時間の

一部 について勤務し

ないこと（次項において「育児部分休業」という。）を承認する

ことがある。

２～５ 省略

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

平成１９年１２月２１日 発行
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